
第４０回 滄溟会関東支部総会議事録 

 

－令和元年６月３０日 １４：００～１５：００－   台東区民会館 

 

１． 総会成立要件の確認 

出席者 ３７名、委任状数 ６７名、計１１４名 

関東支部ネット登録者数２３２名 

会則第１９条第２項 総会は登録会員の４分の１以上の出席（欠席会員の委任状

を含む）がなければ議決する事ができない。 

２３２名の１/４は５８を超えており、総会は成立。 

２． 議長選出 田中支部長 

３． 議事録署名人 Ｚ３７児島、Ｓ４１渡邉 

 

＜決議事項＞ 

第１号議案 会則の変更（添付資料１参照） 田中支部長 

 会則変更の骨子 

 ・ゆうちょ銀行への住所届けのため、会則に滄溟会関東支部の所在地を明記。 

 ・次期（2020 年 6 月１日～2021 年 5 月 31 日）からの年会費を 1,000 円から 2､000 円

に値上げ。 

 ・昨年度から廃止している終身会員制度について、改めて年会費の支払いを依頼する。

なお、終身会費は１０年分の会費と同額であり、終身会費支払後１０年に満たない

会員については、請求があれば残額相当分を返戻する。 

 

第２号議案 第３９期（平成３０年度）決算報告 田中支部長 

 概要 

 ・総会・懇親会を例年通りに実施。 

・女子・若手部会、その他の部会の計画を立てたが、会員の予定調整が難しく、若手

会を実施、ジャパン・フィッシャーマンズフェスティバル時に有志懇親会を開催。 

・予算では 469,800 円の赤字から、決算では 18,389 円と赤字幅が大幅に縮小となっ

た。 

資産の内訳 

・前年度末時点の資産内訳 

 ゆうちょ銀行京橋支店 定期預金  7,540,000 円 

 ゆうちょ銀行京橋支店 普通預金   674,352 円 

               合計 8,214,352 円 

・今年度末の繰越金は下記の通り。 



 ゆうちょ銀行京橋支店 定期預金  7,540,000 円 

 ゆうちょ銀行京橋支店 普通預金   695,964 円 

               合計 8,235,964 円 

 

第３号議案 第４０期（令和元年度）事業計画及び収支予算 土橋新支部長 

 概要 

 ・会員登録の促進 

 ・本部との連携による活動費確保 

 ・支部活動（総会の他、若手支援業務等の実施） 

 ・収支の黒字化 

 

以上、第１号議案～第３号議案まで、質問、意見等の発言は一切なし。 

満場一致にて、承認。 

 

＜報告事項＞ 

第１号事項 前事業年度の事業報告 田中支部長 

 ■ 平成３０年度事業報告 

① 関東支部総会の開催 

  平成３０年６月２３日（土曜日）台東区民会館にて開催。参加者７１名。 

② 支部役員会の開催 

  昨年度中に下記のとおり隔月の役員会を開催し、支部運営について協議した。 

  第１回目 平成３０年７月２５日 参加者 ９名 

  第２回目 平成３０年９月１４日 参加者 １２名 

  第３回目 平成３０年１１月９日 参加者 ８名 

  第４回目 平成３１年１月１８日 参加者 ５名 

  第５回目 平成３１年３月８日 参加者 １０名 

  第６回目 平成３１年５月１０日 参加者 １２名 

  第７回目 平成３１年５月２４日 参加者 ４名 

場所：よしもとクリエイティブエージェンシー会議室 

        （７回目のみ、ドーバーシーフーズ社） 

  時間：１８：３０～２１：００ 

 ③ 若手会の実施 

  平成３０年５月２５日（金）若手会員の情報交換会を品川のビアガーデンで開催

し、支部から 36,000 円を補助した。 

参加者：５６期～６８期の卒業生１８名が参加。 

幹事：宮本敏晴（食品６４期） 



参加者の勤務先・ 7ノレハニチロ側、日本水産側、側極洋、ニチモウ側

三菱食品側、附ベニレイ他

④ 懇親会の開催

平成30年 11月 25日（日）日比谷公園で開催されたジャパン・フィッシャー

7 ンズフェスティパノレの会場に有志が集合し、懇親会を実施した。

参加者稲富、遠藤、児島、近藤、田中、宮内、宮本、（敬称略）

第 2号事項業務及び会計監査の結果に関する内部監査役の報告 山田業務監査

概要

・山田業務監査、宮内会計監査の監査結果を代表して、山田業務監査が説明。

・事業内容、会計ともに適切に処理されていたことを確認。

第3号事項役員の選出結果 田中支部長

役職 期 氏名 任期 主たる業務

支部長 G39 土橋猛 新任 支部代表会務の統括

事務局長 G38 早栗浩 新任 総務・会計担当

昌I）支部長 Z37 児島琢朗 新任 支部長補佐

II s 4 1 渡遁剛幸 新任 支部長補佐

会務役員 G29 財津正隆 留任 渉外・支部運営補佐

II G40 宮内裕之 新任 渉外・支部運営祷佐

II G42 内田誠 新任 渉外・支部運営補佐

II G48 本田政弘 留任 渉外・支部運営補佐

II K49 坂本直彦 新任 渉外・支部運営補佐

II 情報 55 松本忠之 新任 渉外・支部運営補佐

II 経営57 稲富司II之 留任 渉外・支部運営補佐

II 食品 64 宮本敏晴 留任 渉外・支部運営補佐

II 流通65 甲田大地 新任 渉外・支部運営補佐

内部監査役 G29 山田篤郎 留任 業務監査

II Z24 田中敏夫 新任 会計監査

以上、説明・報告につき、質問等は一切なし。

z 3 7 児島琢郎
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＜添付資料１＞ 

滄溟会関東支部会則（改定案） 

第１章 総則 

第 1条（名称） 

第 2条（設置） 

 

 

第 3 条（事務所） 

第 4条（目的） 

 

 

第 5 条（事業） 

 

 

 

第 6 条（事業年度） 

第 7条（細則） 

本会は滄溟会関東支部（以下本支部という）と称す。 

本会則は国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産大学校

（以下母校という）同窓会の滄溟会会則第６条に基づき設置

された本支部の会則（以下会則という）である。 

本支部の事務所は支部長の自宅に置く。 

本支部は会員相互の親睦と知識の向上を図り、母校とのつな

がりを強め、母校の存続を支持し、同窓生の豊かな生活に寄与

する事を目的とする。 

第 4条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1) 講演会及び会員交流会等の開催 

(2) 業界情報及び求人・就職情報の提供  

(3) その他必要と認める事項 

事業年度は毎年６月１日から翌年５月３１日までとする。 

細則は必要に応じて役員会で定める。 

第２章 会員 

第 8条（会員の資格） 

 

 

第 9 条（会員の種類） 

 

２ 

 

第 10 条（除名） 

 

資格は滄溟会会則第 10 条に準じ、原則、関東地区（東京、神

奈川、埼玉、千葉、栃木、茨城、群馬、福島の１都７県）に在

住又は勤務する滄溟会会員とする。 

本支部会員は登録会員と未登録会員及び特別会員で構成す

る。 

登録会員になろうとする者は、本支部が定めた会員名簿に氏

名、連絡先等を登録し、支部長がこれを管理する。 

会員の中で、本支部の名誉を著しく傷つけまたは本支部の目

的に反する行為があったと役員会が認めたものは、総会の決

議により除名する事がある。 

第３章 会費 

第 11 条（会費） 

 

２ 

会員は本支部会費（以下会費という）として年 2,000 円を納

入する。ただし、教職にあった特別会員は会費を免除する。

納入された会費は返戻しない。 

第４章 役員及び事務局 

第 12 条（役員） 

 

２ 

本支部の運営にあたり、滄溟会関東支部役員（以下支部役員と

いう）と滄溟会本部理事（以下本部理事という）を置く。 

支部役員の内訳は次の通りとする。なお、支部長、内部監査役



 

 

 

 

 

 

３ 

 

第13条（役員の選出） 

 

 

２ 

 

第 14 条（職務）  

２ 

 

３  

４  

５  

 

第 15 条（任期） 

  ２ 

以外は任務を兼任することができる。 

(1) 支部長 1 名 

(2) 事務局長 1 名 

(3) 副支部長 若干名 

(4) 会務担当役員 若干名 

(5) 内部監査役 2 名 

本部理事は滄溟会本部総会及び理事会に出席し、本部会務の

審議と業務の執行及び、本部との情報の共有を図る。 

支部役員は現役員会が指名する候補者及び、登録会員からの

推薦者、立候補者から現役員会が選出し、支部総会（以下総会

という）で報告する。 

本部理事は 滄溟会細則「２．役員など選出規程」第２条に基

づき、支部役員の中から本人の承諾を得て役員会で選出する。

支部長は本支部を代表し会務を統轄する。 

副支部長は支部長を補佐、支部長に事故ある時はこれを代理

する。また、広報、渉外、登録会員の管理を担当する。 

事務局長は総務及び会計を担当する。 

会務担当役員は役員会で必要とされる会務を担当する。 

内部監査役は本支部の財務状況および業務執行の情況を監査

する。 

本会役員の任期は２年とし再選を妨げない。 

補充された本支部役員の任期は 前任者の残存期間とする。

 

第５章 会議 

第 16 条（会議）   

２ 

第 17 条(議長及び議

決）      

２ 

 

第 18 条（定時総会） 

 

第 19 条（臨時総会） 

          

 

 

会議は総会、役員会とする。 

総会は定期総会と必要に応じて臨時総会を設ける。 

会議の議長は相互推薦とする。 

 

会議の議決は出席者の過半数で決し、同数の場合は議長がこ

れを定める。 

定期総会は原則として毎年 1回事業年度終了後３ヵ月以内に

開催する 

臨時総会は次のいずれかに該当する場合、役員会の決議を経

て支部長が招集する。 

(1) 役員会で必要と認めたとき。 

(2) 本支部登録会員の２分の１以上からあらかじめ会議の目



 

第 20 条（総会招集及

び議決方法） 

   ２ 

 

３ 

 

第 21 条（総会の決議

事項） 

 

 

 

第 22 条（総会の報告

事項） 

 

 

 

 

第 23 条（役員会） 

 

２ 

的とする事項を示され、請求があったとき。 

総会は支部長がこれを招集し、10 日以前に日時、場所および

会議の目的事項を書面又は電子媒体により会員に通知する。

総会は登録会員の 4 分の１以上の出席（欠席会員の委任状を

含む）がなければ議決する事ができない。 

総会における議決権は、関東支部会員名簿に登録された登録

会員 1名につき 1票とし、未登録会員は議決権を有しない。

総会に提出し議決を必要とするものは次のとおりである。 

(1) 会則の変更 

(2) 前年度の会務決算報告書及び資産管理状況 

(3) 次年度の事業計画及び収支予算案 

(4) その他役員会において必要と認めたもの 

総会に提出し報告を必要とするものは次のとおりである。 

(1) 前年度の事業報告 

(2) 前年度の業務及び会計監査の結果に関する内部監査役の

報告 

(3) 役員選出の結果 

(4) その他役員会で必要と認めた事項 

役員会は会則第 11 条、12 条によって選出された役員で構成

し支部長がこれを召集する。 

役員会は支部運営に関する意思決定を行う 

 

 

第６章 資産及び会計 

第24条（資産の構成） 

 

 

 

第25条（資産の管理） 

２ 

第 26 条（会計） 

 

       ２ 

       ３ 

第 27 条（収支予算の

作成） 

本支部の資産は、次に掲げるものによって構成する。 

(1) 事業費 

(2) 本会が保有する定期性預貯金 

(3) 寄付金、剰余金その他の収入 

本会の資産は支部長が管理し、その管理の方法は役員会で決議

し、総会の承認を得る。 

本支部に寄付金があるときは役員会の決議を経てこれを受領

することができる。 

当支部の経費は、当支部の資産をもって支弁する。 

会計年度は事業年度と同じとする。 

本支部の帳簿および記録は会員の請求があった場合には閲覧

させなければならない。 



第 28 条（決算報告書

の作成） 

支部長は年度の初めに収支予算書を作成し、役員会の承認を受

けた後、総会に提出する。 

 

支部長は会務決算報告書を作成し、内部監査役の監査を受け総

会に提出する。 

第７章 その他 

第 29 条（その他） 本会則に網羅されない事項が生じた時は役員会で協議し、必要

に応じて総会議決とする。 

 

付則 

 本支部設立日：昭和 53 年 6 月 1日 

 この会則は令和元年７月 1日から効力を発効する。 
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